
○
内
閣
府
告
示
第
九
百
四
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
六
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

岩
見
沢
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

岩
見
沢
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

空
中
線
利
得
を
増
大
し
た
五

帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
導
入
事
業

GHz

（
四
〇
五
）
及
び
電
気
通
信
業
務
以
外
で
の
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
活
用
事
業
（
四
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
四
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日
内
閣
府
告
示
第
百
七
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

稚
内
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

ワ
イ
ワ
イ
子
育
て
・
楽
し
さ
支
援
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

稚
内
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）
及
び
保
育
の
実
施
に
係
る
事
務
の
教
育

委
員
会
へ
の
委
任
事
業
（
九
一
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
五
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五

日
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

千
歳
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

農
村
再
生
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

千
歳
市
の
区
域
の
一
部
（
駒
里
地
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
五
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

北
海
道
瀬
棚
郡
瀬
棚
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

有
機
酪
農
と
有
機
農
業
の
推
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

北
海
道
瀬
棚
郡
瀬
棚
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
五
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

北
海
道
余
市
郡
赤
井
川
村

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

赤
井
川
村
農
村
再
生
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

北
海
道
余
市
郡
赤
井
川
村
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
五
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

北
海
道
夕
張
郡
栗
山
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
農
地
ト
ラ
ス
ト
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

北
海
道
夕
張
郡
栗
山
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
五
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認

定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

北
海
道
上
川
郡
東
川
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

北
海
道
東
川
町
幼
保
一
元
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

北
海
道
上
川
郡
東
川
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）
及
び
保
育
の
実
施
に
係
る
事
務
の
教
育

委
員
会
へ
の
委
任
事
業
（
九
一
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
五
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
八
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

青
森
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

津
軽
・
生
命
科
学
活
用
食
料
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

青
森
市
、
弘
前
市
及
び
黒
石
市
並
び
に
青
森
県
西
津
軽
郡
鰺
ヶ
沢
町
、
中
津
軽
郡
岩
木
町

、
南
津
軽
郡
藤
崎
町
、
大
鰐
町
、
平
賀
町
、
田
舎
館
村
及
び
碇
ヶ
関
村
並
び
に
北
津
軽
郡
板
柳
町
及
び
鶴
田
町
の
全
域
並
び

に
五
所
川
原
市
並
び
に
西
津
軽
郡
深
浦
町
及
び
北
津
軽
郡
中
泊
町
の
区
域
の
一
部
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す

る
。
）



五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
、
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付

け
事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進

事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
五
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
九
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

岩
手
県
下
閉
伊
郡
岩
泉
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

岩
泉
町
地
域
農
業
再
生
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

岩
手
県
下
閉
伊
郡
岩
泉
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
五
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十
八
日
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認

定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

栗
原
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

高
清
水
か
つ
ら
っ
こ
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

栗
原
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
高
清
水
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

）
五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇

七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
五
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

栗
原
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

自
然
ま
る
ご
と
共
生
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

栗
原
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
花
山
村
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
五
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
九
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

宮
城
県
志
田
郡
松
山
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

「
醸
華
邑(
じ
ょ
う
か
む
ら
）
」
構
想
・
水
田
農
業
活
性
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

宮
城
県
志
田
郡
松
山
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
六
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日
内
閣
府
告
示
第
四
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を

取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定

す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

宮
城
県
栗
原
郡
金
成
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

の
び
の
び
童
っ
子
（
わ
ら
す
っ
こ
）
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

宮
城
県
栗
原
郡
金
成
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
六
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三

月
二
十
九
日
内
閣
府
告
示
第
二
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

秋
田
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

ス
ペ
ー
ス
・
イ
オ
学
習
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

秋
田
県
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

Ｉ
Ｔ
等
の
活
用
に
よ
る
不
登
校
児
童
生
徒
の
学
習
機
会
拡
大
事
業
（
八
〇

五
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
六
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
九
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

鹿
角
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

鹿
角
市
幼
保
一
体
的
運
営
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

鹿
角
市
の
区
域
の
一
部
（
八
幡
平
の
区
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る

。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇

七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
六
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
七
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

秋
田
県
仙
北
郡
美
郷
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

美
郷
町
幼
保
一
体
的
運
営
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

秋
田
県
仙
北
郡
美
郷
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）
及
び
保
育
の
実
施
に
係
る
事
務
の
教
育

委
員
会
へ
の
委
任
事
業
（
九
一
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
六
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
二
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
井
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

食
の
安
全
安
心
＝
レ
イ
ン
ボ
ー
プ
ラ
ン
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
井
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
六
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日

内
閣
府
告
示
第
五
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

山
形
県
飽
海
郡
遊
佐
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

食
料
自
給
率
向
上
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

山
形
県
飽
海
郡
遊
佐
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
六
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
二
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

会
津
若
松
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

会
津
若
松
市
新
規
就
農
支
援
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

会
津
若
松
市
の
区
域
の
一
部
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
六
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
九
月
五
日

内
閣
府
告
示
第
百
三
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

喜
多
方
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

喜
多
方
市
ア
グ
リ
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

喜
多
方
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸



付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
六
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

西
会
津
町
ミ
ネ
ラ
ル
栽
培
活
性
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
六
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
百
八
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

福
島
県
石
川
郡
玉
川
村

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

元
気
な
玉
川
農
村
再
生
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

福
島
県
石
川
郡
玉
川
村
の
区
域
の
一
部
（
東
部
地
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧

に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ



る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
七
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
七
月
八
日

内
閣
府
告
示
第
百
八
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

茨
城
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

い
ば
ら
き
幼
保
連
携
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

龍
ヶ
崎
市
の
全
域
及
び
筑
西
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
下
館
市
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い

て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
七
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日

内
閣
府
告
示
第
五
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

つ
く
ば
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

万
葉
の
里
つ
く
ば
あ
ぐ
り
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

つ
く
ば
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
七
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日
内
閣
府
告
示
第
五
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を

取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定

す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

群
馬
県
群
馬
郡
倉
渕
村

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

明
日
か
ら
同
じ
ク
ラ
ス
の
お
と
も
だ
ち
に
な
る
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

群
馬
県
群
馬
郡
倉
渕
村
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
七
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
七
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

群
馬
県
吾
妻
郡
六
合
村

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

幼
保
一
体
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

群
馬
県
吾
妻
郡
六
合
村
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）
及
び
保
育
の
実
施
に
係
る
事
務
の
教
育

委
員
会
へ
の
委
任
事
業
（
九
一
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
七
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
一
日

内
閣
府
告
示
第
二
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

千
葉
県
及
び
千
葉
県
山
武
郡
大
網
白
里
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

大
網
白
里
町
大
字
砂
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
中
内
野
の
全
域
並
び
に
字
金
畑
、
字
宮
久
保

及
び
字
木
戸
口
の
区
域
の
一
部
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
七
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
八
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

千
葉
県
並
び
に
千
葉
県
山
武
郡
山
武
町
及
び
安
房
郡
白
浜
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

有
機
農
業
推
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

千
葉
県
山
武
郡
山
武
町
の
区
域
の
一
部
（
大
字
埴
谷
、
大
字
板
川
、
大
字
板
中
新
田
、
大

字
横
田
及
び
大
字
実
門
）
及
び
安
房
郡
白
浜
町
の
全
域
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
七
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

習
志
野
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

習
志
野
き
ら
っ
と
こ
ど
も
園
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

習
志
野
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
七
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
二
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
二
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

鴨
川
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

鴨
川
市
棚
田
農
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

鴨
川
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
鴨
川
市
の
棚
田
地
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に

供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け



事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
七
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

千
葉
県
香
取
郡
栗
源
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

紅
小
町
の
郷
ゆ
っ
た
り
空
間
交
流
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

千
葉
県
香
取
郡
栗
源
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
七
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
一
日
内
閣
府
告
示
第
二
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を

取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定

す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

東
京
都

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

国
際
港
湾
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

東
京
都
中
央
区
、
港
区
、
江
東
区
、
品
川
区
、
大
田
区
及
び
江
戸
川
区
の
全
域
並
び
に
中

央
防
波
堤
内
側
埋
立
地
の
全
域
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

臨
時
開
庁
手
数
料
の
軽
減
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
（
七
〇
一
）
及
び
税

関
の
執
務
時
間
外
に
お
け
る
通
関
体
制
の
整
備
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
（
七
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
八
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
一
日

内
閣
府
告
示
第
二
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

八
王
子
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

不
登
校
児
童
・
生
徒
の
た
め
の
体
験
型
学
校
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

八
王
子
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

不
登
校
児
童
生
徒
対
象
学
校
設
置
に
係
る
教
育
課
程
弾
力
化
事
業
（
八
〇

三
（
八
一
八
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
八
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日
内
閣
府
告
示
第
八
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認

定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

神
奈
川
県
及
び
川
崎
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

国
際
臨
空
産
業
・
物
流
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

横
浜
市
鶴
見
区
及
び
神
奈
川
区
並
び
に
川
崎
市
川
崎
区
の
区
域
の
一
部
（
京
浜
臨
海
部
）

（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

臨
時
開
庁
手
数
料
の
軽
減
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
（
七
〇
一
）
及
び
税

関
の
執
務
時
間
外
に
お
け
る
通
関
体
制
の
整
備
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
（
七
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
八
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
九
月
五
日

内
閣
府
告
示
第
百
四
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

横
浜
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

市
民
利
用
型
農
園
促
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

横
浜
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
八
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
八
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

小
田
原
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

都
市
農
業
成
長
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

小
田
原
市
の
区
域
の
う
ち
農
業
振
興
地
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸



付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
八
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
七
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

相
模
原
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

相
模
原
市
新
都
市
農
業
創
出
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

相
模
原
市
の
区
域
の
う
ち
農
業
振
興
地
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化



に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
八
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認

定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
箱
根
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

箱
根
町
幼
保
一
元
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
箱
根
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
八
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十

二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

新
潟
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

新
潟
市
国
際
創
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

新
潟
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

外
国
企
業
支
店
等
開
設
促
進
事
業
（
五
〇
九
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
八
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日

内
閣
府
告
示
第
七
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
岡
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

な
が
お
か
「
活
き
活
き
集
落
づ
く
り
」
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
岡
市
の
区
域
の
一
部
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸



付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
八
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
岡
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

や
ま
こ
し
農
地
利
用
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
岡
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
山
古
志
村
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

）
五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
八
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
八
日

内
閣
府
告
示
第
百
三
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

糸
魚
川
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

翠
の
里
産
業
共
生
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

糸
魚
川
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
糸
魚
川
市
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る

。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸

付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
九
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十
八
日
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

富
山
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

越
中
八
尾
ス
ロ
ー
タ
ウ
ン
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

富
山
市
の
区
域
の
一
部
（
黒
瀬
谷
、
卯
花
、
室
牧
、
野
積
、
仁
歩
及
び
大
長
谷
地
区
）
（

詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
、

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）

、
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後

の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
九
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
七
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

南
砺
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

五
箇
山
地
域
（
上
平
・
平
・
利
賀
地
区
）
農
地
保
全
継
続
創
造
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

南
砺
市
の
区
域
の
一
部
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
九
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

富
山
県
西
礪
波
郡
福
岡
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

福
岡
町
次
世
代
を
育
む
子
育
て
支
援
の
ま
ち
づ
く
り
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

富
山
県
西
礪
波
郡
福
岡
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
、
幼
稚
園
と
保
育
所
の
保
育
室
の
共
用
化
事
業
（
八
二
三
）
、
保
育
所
と
合
同
活
動
を
行
う
場
合
の
幼
稚
園
の
面
積
基

準
の
特
例
事
業
（
八
三
一
）
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）
、
保
育
の
実
施

に
係
る
事
務
の
教
育
委
員
会
へ
の
委
任
事
業
（
九
一
六
）
及
び
幼
稚
園
と
保
育
所
の
保
育
室
の
共
用
化
事
業
（
九
二
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
九
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日
内
閣
府
告
示
第
九
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認

定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

石
川
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

石
川
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
促
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

七
尾
市
、
輪
島
市
、
珠
洲
市
及
び
羽
咋
市
並
び
に
石
川
県
羽
咋
郡
富
来
町
、
志
雄
町
、
志

賀
町
及
び
押
水
町
、
鹿
島
郡
鳥
屋
町
、
鹿
島
町
及
び
鹿
西
町
、
鳳
至
郡
穴
水
町
、
門
前
町
、
能
都
町
及
び
柳
田
村
並
び
に
珠

洲
郡
内
浦
町
の
全
域
並
び
に
金
沢
市
の
区
域
の
一
部
（
中
山
間
地
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）



五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
及

び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
九
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

石
川
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

河
北
潟
干
拓
地
農
業
活
性
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

金
沢
市
及
び
か
ほ
く
市
並
び
に
石
川
県
河
北
郡
津
幡
町
及
び
内
灘
町
の
区
域
の
一
部
（
国

営
河
北
潟
干
拓
事
業
に
お
け
る
農
地
造
成
地)

（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸

付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
九
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

羽
咋
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

羽
咋
の
と
っ
て
も
簡
単
就
農
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

羽
咋
市
の
区
域
の
一
部
（
羽
咋
市
神
子
原
地
区
・
邑
知
地
区
・
寺
家
町
・
滝
町
・
一
ノ
宮

町
・
上
甘
田
地
区
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ



る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
九
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
内
閣
府
告
示
第
四
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認

定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

福
井
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

福
井
型
エ
コ
・
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

福
井
県
今
立
郡
今
立
町
及
び
遠
敷
郡
上
中
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
及



び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
九
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

あ
わ
ら
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

あ
わ
ら
市
幼
児
教
育
推
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

あ
わ
ら
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
芦
原
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

）
五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇

七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
九
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
一
日

内
閣
府
告
示
第
三
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

山
梨
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

ワ
イ
ン
産
業
振
興
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

塩
山
市
及
び
山
梨
市
並
び
に
山
梨
県
東
山
梨
郡
春
日
居
町
、
牧
丘
町
、
三
富
村
、
勝
沼
町

及
び
大
和
村
並
び
に
東
八
代
郡
石
和
町
、
御
坂
町
、
一
宮
町
、
八
代
町
、
境
川
村
、
中
道
町
、
芦
川
村
及
び
豊
富
村
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
九
百
九
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
九
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

山
梨
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

山
梨
市
農
地
い
き
い
き
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

山
梨
市
の
区
域
の
一
部
（
笛
吹
川
右
岸
区
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す

る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸

付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
月
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

大
月
エ
コ
の
里
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

大
月
市
の
区
域
の
一
部
（
富
浜
町
鳥
沢
地
内
中
野
・
山
谷
地
区
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お

い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

南
ア
ル
プ
ス
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

南
ア
ル
プ
ス
市
農
地
有
効
利
用
活
性
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

南
ア
ル
プ
ス
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
御
影
村
の
う
ち
六
科
地
区
、
旧
巨
摩
町
の
う
ち
飯
野

地
区
、
旧
百
田
村
の
う
ち
百
々
地
区
、
旧
源
村
、
旧
芦
安
村
、
旧
小
笠
原
町
、
旧
榊
村
、
旧
野
之
瀬
村
、
旧
落
合
村
及
び
旧

大
井
村
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

山
梨
県
西
八
代
郡
六
郷
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

六
郷
町
幼
保
一
元
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

山
梨
県
西
八
代
郡
六
郷
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

山
梨
県
北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

こ
ぶ
ち
さ
わ
ア
グ
リ
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

山
梨
県
北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸



付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
三
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

山
中
湖
観
光
農
業
推
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
百
六
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県
及
び
松
本
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

松
本
市
梓
川
地
域
活
性
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

松
本
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
梓
川
村
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
九
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県
及
び
長
野
県
下
伊
那
郡
売
木
村

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

売
木
村
ふ
れ
あ
い
交
流
農
園
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
野
県
下
伊
那
郡
売
木
村
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
九
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県
及
び
長
野
県
下
伊
那
郡
大
鹿
村

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

大
鹿
村
中
山
間
地
農
業
活
性
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
野
県
下
伊
那
郡
大
鹿
村
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
九
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県
及
び
長
野
県
木
曽
郡
木
曽
福
島
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

木
曽
福
島
町
都
市
農
村
交
流
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
野
県
木
曽
郡
木
曽
福
島
町
の
区
域
の
一
部
（
旧
新
開
村
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
百
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県
及
び
長
野
県
東
筑
摩
郡
波
田
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

波
田
町
都
市
農
村
交
流
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
野
県
東
筑
摩
郡
波
田
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四

月
四
日
内
閣
府
告
示
第
七
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定

す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

信
州
国
際
物
流
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

上
田
市
、
伊
那
市
、
駒
ヶ
根
市
及
び
東
御
市
並
び
に
長
野
県
上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

距
離
基
準
の
延
長
に
よ
る
保
税
蔵
置
場
の
設
置
促
進
事
業
（
七
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
一
月
三
十

一
日
内
閣
府
告
示
第
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

信
州
豊
野
ぬ
く
も
り
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
野
市
の
区
域
の
一
部
（
長
野
市
豊
野
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る

。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け



事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事

業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十
八
日
内
閣
府
告
示
第
百
六
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

中
野
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

信
州
中
野
ふ
る
さ
と
交
流
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

中
野
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
中
野
市
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
及



び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
百
六
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

佐
久
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

コ
ス
モ
ス
街
道
ふ
る
さ
と
農
園
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

佐
久
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
内
山
村
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
百
六
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

佐
久
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

浅
科
故
郷
づ
く
り
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

佐
久
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
浅
科
村
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
二
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県
北
佐
久
郡
立
科
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

都
市
農
村
交
流
空
間
創
造
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
野
県
北
佐
久
郡
立
科
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
業
生
産
法
人
の
行
う
農
業
関
連
事
業
の
拡
大
事
業
（
一
〇
〇
五
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
三
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県
上
伊
那
郡
高
遠
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

信
州
高
遠
花
い
っ
ぱ
い
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
野
県
上
伊
那
郡
高
遠
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
七
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県
上
高
井
郡
小
布
施
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

信
州
お
ぶ
せ
緑
の
か
け
橋
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
野
県
上
高
井
郡
小
布
施
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
及



び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県
下
高
井
郡
山
ノ
内
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

北
信
州
や
ま
の
う
ち
・
よ
っ
て
か
っ
し
ゃ
い
！
農
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
野
県
下
高
井
郡
山
ノ
内
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事



業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
野
県
上
水
内
郡
牟
礼
村

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

牟
礼
村
地
域
活
性
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
野
県
上
水
内
郡
牟
礼
村
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
二
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
九

月
五
日
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
に
規

定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
垣
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

ほ
ほ
え
み
ス
タ
デ
ィ
サ
ポ
ー
ト
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

大
垣
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

Ｉ
Ｔ
等
の
活
用
に
よ
る
不
登
校
児
童
生
徒
の
学
習
機
会
拡
大
事
業
（
八
〇

五
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
二
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
三
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
垣
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

大
垣
市
幼
保
一
体
化
運
営
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

大
垣
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
、
幼
稚
園
と
保
育
所
の
保
育
室
の
共
用
化
事
業
（
八
二
三
）
、
保
育
所
と
合
同
活
動
を
行
う
場
合
の
幼
稚
園
の
面
積
基

準
の
特
例
事
業
（
八
三
一
）
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）
及
び
幼
稚
園
と

保
育
所
の
保
育
室
の
共
用
化
事
業
（
九
二
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
二
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
二
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

高
山
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

国
府
町
生
き
活
き
農
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

高
山
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
国
府
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
二
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五

月
二
十
九
日
内
閣
府
告
示
第
百
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
に
規

定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

多
治
見
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

キ
キ
ョ
ウ
学
習
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

多
治
見
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

Ｉ
Ｔ
等
の
活
用
に
よ
る
不
登
校
児
童
生
徒
の
学
習
機
会
拡
大
事
業
（
八
〇

五
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
二
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五

月
二
十
九
日
内
閣
府
告
示
第
百
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
に
規

定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

可
児
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

Ｉ
Ｔ
等
を
活
用
し
た
学
校
復
帰
支
援
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

可
児
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

Ｉ
Ｔ
等
の
活
用
に
よ
る
不
登
校
児
童
生
徒
の
学
習
機
会
拡
大
事
業
（
八
〇

五
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
二
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
一
日
内
閣
府
告
示
第
三
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を

取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定

す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

静
岡
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

国
際
港
湾
交
流
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

静
岡
市
の
区
域
の
一
部
（
清
水
港
臨
港
地
区
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す

る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

臨
時
開
庁
手
数
料
の
軽
減
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
（
七
〇
一
）
及
び
税

関
の
執
務
時
間
外
に
お
け
る
通
関
体
制
の
整
備
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
（
七
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
二
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日

内
閣
府
告
示
第
八
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

浜
松
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

元
気
な
は
ま
ま
つ
農
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

浜
松
市
の
区
域
の
一
部
（
農
業
振
興
地
域
内
の
農
用
地
区
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い

て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
二
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十
八
日
内
閣
府
告
示
第
百
六
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

沼
津
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

戸
田
幼
保
教
育
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

沼
津
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
戸
田
村
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）
及
び
保
育
の
実
施
に
係
る
事
務
の
教
育

委
員
会
へ
の
委
任
事
業
（
九
一
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
二
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
二
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

掛
川
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

保
育
一
元
・
幼
保
一
元
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

掛
川
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）
及
び
保
育
の
実
施
に
係
る
事
務
の
教
育

委
員
会
へ
の
委
任
事
業
（
九
一
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
二
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
五
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

愛
知
県
及
び
豊
田
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

農
ラ
イ
フ
創
生
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

豊
田
市
の
区
域
の
う
ち
農
業
振
興
地
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事



業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
三
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

愛
知
県
愛
知
郡
長
久
手
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
久
手
田
園
バ
レ
ー
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

愛
知
県
愛
知
郡
長
久
手
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸



付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
三
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
九
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

名
古
屋
港
管
理
組
合

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

名
古
屋
港
産
業
ハ
ブ
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

名
古
屋
港
臨
港
地
区
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

臨
時
開
庁
手
数
料
の
軽
減
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
（
七
〇
一
）
、
税
関



の
執
務
時
間
外
に
お
け
る
通
関
体
制
の
整
備
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
（
七
〇
二
）
及
び
自
動
車
の
回
送
運
行
時
に
お
け
る

仮
ナ
ン
バ
ー
表
示
の
柔
軟
化
事
業
（
一
二
〇
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
三
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日
内
閣
府
告
示
第
百
四
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

三
重
県
、
四
日
市
市
及
び
四
日
市
港
管
理
組
合

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

技
術
集
積
活
用
型
産
業
再
生
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

四
日
市
市
並
び
に
三
重
県
三
重
郡
川
越
町
及
び
楠
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
内
事
業
所
の
多
様
な
安
全
確
保
措



置
に
よ
る
施
設
配
置
等
事
業
（
四
〇
八
及
び
一
一
二
〇
）
、
臨
時
開
庁
手
数
料
の
軽
減
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
（
七
〇
一

）
、
税
関
の
執
務
時
間
外
に
お
け
る
通
関
体
制
の
整
備
に
よ
る
貿
易
の
促
進
事
業
（
七
〇
二
）
及
び
一
般
用
電
気
工
作
物
へ

の
位
置
付
け
に
よ
る
家
庭
用
燃
料
電
池
発
電
設
備
導
入
事
業
（
一
一
〇
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
三
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
七

月
二
十
六
日
内
閣
府
告
示
第
六
百
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

津
市
及
び
三
重
県
安
芸
郡
河
芸
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

複
合
型
産
業
集
積
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

津
市
及
び
三
重
県
安
芸
郡
河
芸
町
の
区
域
の
一
部
（
中
勢
北
部
サ
イ
エ
ン
ス
シ
テ
ィ
）
（

詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

外
国
企
業
支
店
等
開
設
促
進
事
業
（
五
〇
九
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
三
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
四
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

四
日
市
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

塩
浜
地
区
公
立
園
幼
保
一
体
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

四
日
市
市
の
区
域
の
一
部
（
塩
浜
地
区
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

）
五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇

七
）
、
幼
稚
園
と
保
育
所
の
保
育
室
の
共
用
化
事
業
（
八
二
三
）
、
保
育
所
と
合
同
活
動
を
行
う
場
合
の
幼
稚
園
の
面
積
基

準
の
特
例
事
業
（
八
三
一
）
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）
及
び
幼
稚
園
と

保
育
所
の
保
育
室
の
共
用
化
事
業
（
九
二
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
三
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
月
十
二

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
六
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

志
摩
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

志
摩
自
然
学
校
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

志
摩
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
阿
児
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
三
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
五
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

三
重
県
多
気
郡
明
和
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

明
和
町
幼
保
一
体
的
運
営
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

三
重
県
多
気
郡
明
和
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇

七
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
三
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四

月
四
日
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
に
規

定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

滋
賀
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

滋
賀
県
国
際
物
流
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

彦
根
市
、
長
浜
市
、
甲
賀
市
、
東
近
江
市
及
び
米
原
市
並
び
に
滋
賀
県
蒲
生
郡
日
野
町
、

神
崎
郡
能
登
川
町
、
愛
知
郡
愛
知
川
町
、
犬
上
郡
豊
郷
町
及
び
多
賀
町
並
び
に
坂
田
郡
近
江
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

距
離
基
準
の
延
長
に
よ
る
保
税
蔵
置
場
の
設
置
促
進
事
業
（
七
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
三
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
三
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

京
都
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

京
都
市
不
登
校
生
徒
学
習
支
援
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

京
都
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

不
登
校
児
童
生
徒
対
象
学
校
設
置
に
係
る
教
育
課
程
弾
力
化
事
業
（
八
〇

三
（
八
一
八
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
三
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
四
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

舞
鶴
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

ま
い
づ
る
『
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
郷
』
創
造
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

舞
鶴
市
の
区
域
の
う
ち
農
業
振
興
地
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
、



地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）

、
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後

の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
四
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
八
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

綾
部
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

綾
部
市
農
村
交
流
促
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

綾
部
市
の
区
域
の
う
ち
市
街
化
区
域
を
除
く
区
域
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
、

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の

下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
四
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
百
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

亀
岡
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

都
市
・
農
村
ふ
れ
あ
い
交
流
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

亀
岡
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
四
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
五
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

京
都
府
相
楽
郡
山
城
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

山
城
町
農
地
い
き
い
き
活
性
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

京
都
府
相
楽
郡
山
城
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
四
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
七
月
八
日

内
閣
府
告
示
第
百
九
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
阪
府
、
堺
市
、
岸
和
田
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
茨
木
市
、
富
田
林

市
、
和
泉
市
及
び
大
阪
狭
山
市
並
び
に
大
阪
府
三
島
郡
島
本
町
及
び
豊
能
郡
豊
能
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

大
阪
を
た
が
や
そ
う
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

堺
市
、
岸
和
田
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、
茨
木
市
、
富
田
林
市
、
和
泉
市
及
び
大
阪
狭
山

市
並
び
に
大
阪
府
三
島
郡
島
本
町
及
び
豊
能
郡
豊
能
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事

業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
四
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
五
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
阪
狭
山
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

大
阪
狭
山
市
幼
・
保
一
元
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

大
阪
狭
山
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
四
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
百
七
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

兵
庫
県
及
び
淡
路
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

自
然
産
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

淡
路
市
の
区
域
の
一
部
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸



付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
四
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

加
古
川
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

加
古
川
市
就
学
前
教
育
モ
デ
ル
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

加
古
川
市
の
区
域
の
一
部
（
志
方
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
四
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十

二
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
三
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

加
西
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

加
西
市
幼
児
園
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

加
西
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四

）



○
内
閣
府
告
示
第
千
四
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
六
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

兵
庫
県
養
父
郡
大
屋
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

有
機
の
里
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

兵
庫
県
養
父
郡
大
屋
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
四
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
八
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

丹
波
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

環
境
保
全
型
農
業
等
推
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

丹
波
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
市
島
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化



に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
五
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日

内
閣
府
告
示
第
九
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

兵
庫
県
神
崎
郡
神
崎
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

楽
農
・
田
舎
人
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

兵
庫
県
神
崎
郡
神
崎
町
の
区
域
の
一
部
（
新
田
地
区
、
作
畑
地
区
、
大
畑
地
区
、
越
知
地

区
、
岩
屋
地
区
、
猪
篠
地
区
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ



る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
五
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
五
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

奈
良
県
及
び
大
和
高
田
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

大
和
高
田
農
地
活
用
・
新
規
就
農
支
援
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

大
和
高
田
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
五
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
七
月
二
十

六
日
内
閣
府
告
示
第
六
百
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

奈
良
県
及
び
御
所
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

御
所
農
地
活
用
・
新
規
就
農
支
援
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

御
所
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
五
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日

内
閣
府
告
示
第
九
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

奈
良
県
及
び
香
芝
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

香
芝
市
農
地
利
活
用
支
援
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

香
芝
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
五
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
七
月
二
十

六
日
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

奈
良
県
及
び
葛
城
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

葛
城
ア
グ
リ
チ
ャ
レ
ン
ジ
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

葛
城
市
の
区
域
の
う
ち
市
街
化
調
整
区
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
五
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
七
月
二
十

六
日
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

奈
良
県
及
び
奈
良
県
北
葛
城
郡
王
寺
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

王
寺
・
水
と
緑
の
や
わ
ら
ぎ
共
生
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

奈
良
県
北
葛
城
郡
王
寺
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
五
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
五
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

奈
良
県
及
び
奈
良
県
北
葛
城
郡
広
陵
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

元
気
で
や
さ
し
い
生
き
が
い
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

奈
良
県
北
葛
城
郡
広
陵
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事



業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
五
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日

内
閣
府
告
示
第
九
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

奈
良
県
及
び
奈
良
県
北
葛
城
郡
河
合
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

か
わ
い
・
水
の
ま
ほ
ろ
ば
創
生
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

奈
良
県
北
葛
城
郡
河
合
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
五
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日

内
閣
府
告
示
第
九
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

奈
良
県
及
び
奈
良
県
吉
野
郡
大
淀
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

大
淀
農
地
活
用
・
新
規
就
農
支
援
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

奈
良
県
吉
野
郡
大
淀
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
五
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
内
閣
府
告
示
第
七
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定

を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規

定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

橋
本
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

幼
保
子
育
て
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

橋
本
市
の
区
域
の
一
部
（
あ
や
の
台
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
区
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇

七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
六
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
四
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

和
歌
山
県
海
草
郡
野
上
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

農
地
有
効
利
用
活
性
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

和
歌
山
県
海
草
郡
野
上
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
六
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
内
閣
府
告
示
第
七
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認

定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
白
浜
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

幼
児
園
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
白
浜
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
六
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
四
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
太
地
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

幼
保
教
育
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
太
地
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇

七
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
六
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

鳥
取
県
日
野
郡
江
府
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

江
府
町
南
大
山
農
業
活
性
化
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

鳥
取
県
日
野
郡
江
府
町
の
区
域
の
一
部
（
笠
良
原
地
区
の
一
部
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お

い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
六
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日

内
閣
府
告
示
第
九
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

益
田
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

第
二
の
故
郷
ま
す
だ
で
お
百
姓
さ
ん
農
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

益
田
市
の
区
域
の
一
部
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
六
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
月
十
二

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
六
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

江
津
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

桜
江
農
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

江
津
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
桜
江
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
六
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十

二
日
内
閣
府
告
示
第
百
四
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

島
根
県
仁
多
郡
奥
出
雲
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

奥
出
雲
来
遠
（
ら
い
お
ん
）
の
里
づ
く
り
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

奥
出
雲
町
の
区
域
の
一
部
（
旧
横
田
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

）
五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
、
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付

け
事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進

事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
六
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
七
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

島
根
県
隠
岐
郡
海
士
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

潮
風
農
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

島
根
県
隠
岐
郡
海
士
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
六
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
八
日

内
閣
府
告
示
第
百
三
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

岡
山
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

Ｉ
Ｔ
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

岡
山
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

空
中
線
利
得
を
増
大
し
た
五

帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
導
入
事
業

GHz

（
四
〇
五
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
六
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
六
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

津
山
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

市
民
農
園
開
設
サ
ポ
ー
ト
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

津
山
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
七
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
月
十
二

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
六
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

高
梁
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

就
農
支
援
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

高
梁
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
川
上
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
七
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
八
日

内
閣
府
告
示
第
百
三
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

真
庭
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

コ
ス
モ
ス
の
里
農
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

真
庭
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
北
房
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
七
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十

二
日
内
閣
府
告
示
第
百
四
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

真
庭
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

市
民
農
園
開
設
支
援
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

真
庭
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
勝
山
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け

事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
七
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
八
日

内
閣
府
告
示
第
百
三
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

美
作
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

東
粟
倉
地
区
農
地
活
用
推
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

美
作
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
東
粟
倉
村
の
区
域
の
う
ち
農
業
振
興
地
域
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
七
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
四
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

岡
山
県
浅
口
郡
鴨
方
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

鴨
方
町
酒
米
栽
培
振
興
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

岡
山
県
浅
口
郡
鴨
方
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
七
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
二
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

岡
山
県
上
房
郡
有
漢
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

有
漢
町
農
地
有
効
利
用
活
性
化
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

岡
山
県
上
房
郡
有
漢
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
七
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
六
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

岡
山
県
久
米
郡
久
米
南
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

「
川
柳
と
エ
ン
ゼ
ル
の
里
」
農
地
活
用
推
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

岡
山
県
久
米
郡
久
米
南
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
七
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十

二
日
内
閣
府
告
示
第
百
三
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

山
口
県
及
び
長
門
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

山
口
油
谷
水
田
放
牧
（
山
口
型
放
牧
）
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
門
市
の
区
域
の
一
部
（
油
谷
町
大
字
向
津
具
上
、
大
字
向
津
具
下
、
大
字
川
尻
（
向
津

具
半
島
）
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化

に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
七
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
二
月
二
十

八
日
内
閣
府
告
示
第
二
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

下
関
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

と
よ
た
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

下
関
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
豊
田
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
、
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付



け
事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進

事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
七
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
四
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

香
川
県

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

さ
ぬ
き
農
村
ふ
れ
あ
い
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

香
川
県
小
豆
郡
土
庄
町
、
木
田
郡
三
木
町
及
び
香
川
郡
香
南
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
及



び
農
業
生
産
法
人
の
行
う
農
業
関
連
事
業
の
拡
大
事
業
（
一
〇
〇
五
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
八
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
五
月
一
日

内
閣
府
告
示
第
六
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

香
川
県
小
豆
郡
内
海
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

小
豆
島
・
内
海
町
オ
リ
ー
ブ
振
興
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

香
川
県
小
豆
郡
内
海
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
八
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
五
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
五
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認

定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

香
川
県
小
豆
郡
池
田
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

小
豆
島
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
運
営
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

香
川
県
小
豆
郡
池
田
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）
及
び
保
育
の
実
施
に
係
る
事
務
の
教
育

委
員
会
へ
の
委
任
事
業
（
九
一
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
八
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
六
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

新
居
浜
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

大
島
白
い
も
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

新
居
浜
市
の
区
域
の
一
部
（
大
島
地
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

）
五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
八
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
八
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

高
知
県
長
岡
郡
大
豊
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

大
豊
町
ゆ
と
り
農
業
推
進
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

高
知
県
長
岡
郡
大
豊
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
八
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
三
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

佐
賀
県
及
び
佐
賀
県
西
松
浦
郡
有
田
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

有
田
町
こ
ど
も
園
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

佐
賀
県
西
松
浦
郡
有
田
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
八
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
七
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条

に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

佐
賀
県
及
び
佐
賀
県
杵
島
郡
江
北
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

江
北
町
こ
ど
も
園
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

佐
賀
県
杵
島
郡
江
北
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
八
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
一
月
三
十

一
日
内
閣
府
告
示
第
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
崎
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

高
島
ふ
れ
あ
い
農
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
崎
市
の
区
域
の
一
部
（
高
島
全
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
八
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
三
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

長
崎
県
北
松
浦
郡
小
値
賀
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

「
お
ぢ
か
っ
子
」
共
同
育
成
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

長
崎
県
北
松
浦
郡
小
値
賀
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
、
幼
稚
園
と
保
育
所
の
保
育
室
の
共
用
化
事
業
（
八
二
三
）
、
保
育
所
と
合
同
活
動
を
行
う
場
合
の
幼
稚
園
の
面
積
基

準
の
特
例
事
業
（
八
三
一
）
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）
、
保
育
の
実
施

に
係
る
事
務
の
教
育
委
員
会
へ
の
委
任
事
業
（
九
一
六
）
及
び
幼
稚
園
と
保
育
所
の
保
育
室
の
共
用
化
事
業
（
九
二
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
八
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十

二
日
内
閣
府
告
示
第
百
四
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

菊
池
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

菊
池
い
き
い
き
農
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

菊
池
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
菊
池
市
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
八
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日
内
閣
府
告
示
第
二
百
三
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

熊
本
県
玉
名
郡
菊
水
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

菊
水
町
夢
が
輝
き
未
来
へ
翔
く
子
育
て
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

熊
本
県
玉
名
郡
菊
水
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇



七
）
及
び
保
育
所
に
お
け
る
保
育
所
児
及
び
幼
稚
園
児
の
合
同
活
動
事
業
（
九
一
四
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
九
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
二
十

二
日
内
閣
府
告
示
第
百
四
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

宇
佐
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

「
安
心
の
里
」
農
業
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

宇
佐
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
安
心
院
町
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

）
五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化

に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
九
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
七
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三

条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
分
県
大
分
郡
庄
内
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

神
楽
の
里
グ
リ
ー
ン
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

大
分
県
大
分
郡
庄
内
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

農
家
民
宿
に
お
け
る
簡
易
な
消
防
用
設
備
等
の
容
認
事
業
（
四
〇
七
）
、



地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）

、
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）
及
び
農
地
の
権
利
取
得
後

の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ
る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
〇
〇
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
九
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
四
月
四
日

内
閣
府
告
示
第
百
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
分
県
玖
珠
郡
九
重
町

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

九
重
町
幼
保
一
体
的
運
営
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

大
分
県
玖
珠
郡
九
重
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

幼
稚
園
に
お
け
る
幼
稚
園
児
及
び
保
育
所
児
等
の
合
同
活
動
事
業
（
八
〇

七
）
及
び
保
育
の
実
施
に
係
る
事
務
の
教
育
委
員
会
へ
の
委
任
事
業
（
九
一
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
九
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
月
十
九

日
内
閣
府
告
示
第
二
百
七
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

薩
摩
川
内
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

唐
浜
ら
っ
き
ょ
う
生
産
振
興
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

薩
摩
川
内
市
の
区
域
の
一
部
（
港
・
網
津
・
寄
田
地
区
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲

覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
九
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十

七
日
内
閣
府
告
示
第
三
百
七
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

阿
久
根
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

ア
ク
ネ
う
ま
い
ネ
自
然
だ
ネ
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

阿
久
根
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
九
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
九
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
口
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

山
間
農
地
安
心
安
全
作
物
生
産
振
興
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

大
口
市
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
九
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
九
月
五
日

内
閣
府
告
示
第
百
八
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

加
世
田
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

砂
丘
地
域
再
生
振
興
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

加
世
田
市
の
区
域
の
一
部
（
万
世
・
小
湊
海
浜
地
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧

に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧



地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）
及
び
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
農
地
貸

付
け
事
業
（
一
〇
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
千
九
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十

九
日
内
閣
府
告
示
第
九
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

西
之
表
市

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

さ
つ
ま
い
も
地
域
資
源
再
生
特
区

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

西
之
表
市
の
区
域
の
一
部
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

地
方
公
共
団
体
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
の
特
定
法
人
へ
の
貸
付
け
事
業
（
一
〇
〇
一
）


